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第1章 プランの策定にあたって

１．プラン策定の趣旨

近年、福祉ニーズや福祉課題が多様化し、地域を取り巻く環境が大きく変化していく中で、

障がいのある人が安心して豊かな暮らしを実現するためには、一人ひとりのニーズに応じ

た福祉サービスの提供など、福祉の充実を図っていくことが求められています。

本町では、町民の意識啓発や生活支援・権利擁護の推進など、誰もが安心して暮らし、

社会参加しながら共に暮らせる社会を実現することを基本目標として、平成２７年３月に「第

２期大山町障害者計画（平成２７年度から平成３５年度）」を策定しました。

また、平成２５年に施行された障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス等の数値

目標と見込み量を定めるため、平成２７年３月には「第４期大山町障害福祉計画（平成２７年

度から平成２９年度）」を策定しました。そしてこれらの計画をあわせて「大山町障がい者プ

ラン」とし、障がい者施策を総合的かつ計画的に推進してきました。

このうち、第４期大山町障害福祉計画が平成２９年度で計画期間の終了を迎えるため、

「第５期大山町障害福祉計画」を策定するとともに、児童福祉法の改正により障害児福祉計

画の策定が規定されたことに伴い、本計画の中で「第１期大山町障害児福祉計画」として盛

り込み、一体化したものとして策定することとしています。

【 主な障がい者施策をめぐる近年の動き 】

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」

平成２４年１０月施行。この法律では、障がい者虐待とは「養護者によるもの、障害者福祉

施設従事者等によるもの、使用者によるもの」と定義し、その行為類型として「身体的虐待」・

「性的虐待」・「心理的虐待」・「放棄・放任（ネグレクト）」・「経済的虐待」の５つを定義してい

ます。

虐待防止策として、障がい者虐待の早期発見の努力義務規定の設置、障がい者虐待を

受けたと思われる障がい者を発見した者に速やかな通報の義務化などが定められました。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 （障害者総合支援法）」

平成２５年４月施行。障がい者の定義に難病等が追加され、平成２６年４月からはケアホ

ームがグループホームへ一元化され、重度訪問介護の対象者の拡大が実施されました。

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 （障害者優先

調達推進法）」

平成２５年４月施行。障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい

者の経済面での自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、

物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを

推進するために制定されました。



2

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 （障害者差別解消法）」

平成２８年４月施行。この法律は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理

由とする差別の解消を推進することを目的としており、差別を解消するための措置として、

「不当な差別取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」についての方向性が示されていま

す。

「成年後見制度の利用の促進に関する法律 （成年後見制度利用促進法）」

平成２８年５月施行。成年後見制度の利用の促進についてその基本理念を定め、国の責

務等を明らかにし、基本方針その他の基本となる事項が定められました。

「発達障害者支援法の改正」

平成２８年８月施行。乳幼児期から高齢期までの切れ目ない支援など、発達障がい者の

支援の一層の充実を図るため所要の改正を行い、基本理念や情報の共有の促進、就労の

支援、司法手続きにおける配慮、発達支援センター等による支援に関する配慮、発達障害

者支援地域協議会の新設、さらに国及び地方公共団体、国民の責務などが追加されること

となりました。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一

部を改正する法律」

平成３０年４月施行（一部、平成２８年６月施行）。障がい者が自らが望む地域生活を営む

ことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や、高齢障がい者による介護

保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障がい児支援のニー

ズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向

上を図るための環境整備等を行うことを目的としています。

なお、具体的な支援として、障がい者の望む地域生活の支援については「自立生活援助」

や「就労定着支援」の新設など、障がい児支援ニーズの多様化へのきめ細かな対応につ

いては、「重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児に対し、居宅を訪問して発達

支援を提供するサービス」の新設、「医療的ケアを要する障害児に対する支援」などが定め

られています。

● 障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正（平成３０年４月１日施行）

・自立生活援助の創設

・就労定着支援の創設

・居宅訪問型児童発達支援の創設

・高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用

・障害児のサービス提供体制の計画的な構築［障害児福祉計画の策定］

・医療的ケアを要する障害児に対する支援（平成２８年６月３日施行）
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２．プランの性格

このプランは、国が示す「基本指針」や、基本指針に基づき県が示す基本的な考え方を基

として作成し、本町の障がい者施策の基本的な方向性を定める計画であるとともに、障害福

祉サービス及び地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する方策を定めるものです。

３．プランの位置づけと計画期間

このプランは、障害者基本法第１１条第３項に基づく大山町障害者計画として、本町の障が

いのある人に係わる施策の基本的方向性を定める計画であるとともに、障害者総合支援法第

８８条に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第３３条の２０に基づく「市町村障害児

福祉計画」として、本町における障害福祉サービス、障害児通所支援、相談支援及び地域生

活支援事業の提供体制の確保のための方策を一体的に定めるものです。

■ 障害者基本法

○障がいのある人の施策に関する基本的な事項を定める

○多分野にわたる計画

■ 障害者総合支援法

○障害福祉サービス等の確保に関する行動計画

○第 5 期 平成 30 年度～平成 32 年度

○各年度における障害福祉サービス等の種類ごとの必要量の

見込み、確保の方策、地域生活支援事業の実施に関する事項

■ 児童福祉法

○障害児通所支援等の確保に関する行動計画

○第 1 期 平成 30 年度～平成 32 年度

○各年度における障害児通所支援等の種類ごとの必要量の

見込み、確保の方策、地域生活支援事業の実施に関する事項

大 山 町 総 合 計 画

大 山 町 障 害 者 計 画

大 山 町 障 害 福 祉 計 画

及び

大 山 町 障 害 児 福 祉 計 画

大 山 町 地 域 福 祉 計 画

大

山

町

障

が

い

者

プ

ラ

ン

【 障害者計画と障害福祉計画及び障害児福祉計画との位置づけ 】
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障害者基本法に基づく大山町障害者計画は、平成２７年度から平成３５年度の９年

間を計画の対象期間としています。また、障害者総合支援法に基づく第５期大山町障

害福祉計画及び児童福祉法に基づく第１期障害児福祉計画は、平成３０年度から平成

３２年度の３年間を計画の対象期間とします。また、実績把握、分析・評価を行い、

必要に応じて見直し等を行います。

４．プランの策定体制

この計画は、関係団体の代表者、有識者や障がいのある人の家族代表等で構成する

「大山町障害者計画・障害福祉計画策定委員会※1」を設置し、審議を行います。

また、「大山町総合計画」、「大山町地域福祉計画」、「鳥取県障害者計画」、「鳥取県障

害福祉計画」等の関係する各計画等と整合性を図った計画とします。

なお、町民の意見を広く反映させるためパブリックコメントを実施するとともに、

障害者総合支援法及び児童福祉法の改正の趣旨を踏まえ、『鳥取県西部障害者自立支援

協議会※2』の意見を聴くこととします。

※1 平成３０年４月１日からは「大山町障害者計画・障害福祉計画及び障害児福祉

計画策定委員会」となります。

※2鳥取県西部障害者自立支援協議会について

相談支援事業をはじめとする地域障がい福祉に関するシステム作りに関し、中

核的な役割を果たす定期的な協議の場として、平成２０年３月に鳥取県西部圏域

（米子市・境港市・日吉津村・大山町・南部町・伯耆町・日南町・日野町・江府

町）の2市7町村が共同で設置しました。

大山町

障害者計画

大山町

障害福祉計画

【第 2 期計画】

【第 4 期計画】 【第 5 期計画】 【第 6 期計画】

平成

27 年度

平成

28 年度

平成

29 年度

平成

30 年度

平成

31 年度

平成

32 年度

平成

33 年度

平成

34 年度

平成

35 年度

大山町

障害児福祉計画

【第 1 期計画】 【第 2 期計画】
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◎協議事項

（１）委託相談支援事業者の運営評価に関すること。

（２）困難事例への対応のあり方に関すること。

（３）西部地域の障がい福祉関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

（４）西部地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

（５）その他、障がい福祉の増進のために必要と認めること。

◎協議会委員

（１）相談支援事業者

（２）障害福祉サービスを提供している事業者の代表者

（３）保健・医療機関・教育機関・雇用関係機関の職員

（４）障がい者当事者団体及び家族団体の代表者

（５）西部地域における関係行政機関の職員

（６）その他必要と認めるもの

「障害」の表記について

この計画では、「障害」と「障がい」の用語を分けて使っています。

「障がい」・・・単語あるいは熟語として用いられ、前後の文脈から人や人の状態を表す場合

「障害」・・・「障がい」と表記することにより、その用語の持つ意味が失われたり誤解される恐れがあ

る場合（例：法令等の名称、他の機関・大会等の固有名詞、医学用語等の専門用語として用

いる場合、著作物を引用する場合）
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第２章 大山町を取り巻く現状

１．人口の推計

（１）総人口の推計

総人口は、年々減少傾向にあり、平成２９年（平成２９年１２月１日現在）は１６，５６３人

ですが、平成３７年には１３，７６７人と推計されます。

（資料：平成１７・２２年・２７年-国勢調査確定値、平成３２年・３７年-町推計）

（２）年齢別人口構成比の推計

   ６５歳以上の人口構成比の伸びが顕著で、０～１４歳、１５～６４歳人口がともに減少

傾向にあり、少子高齢化が予想されます。

（資料：平成１７・２２年・２７年-国勢調査確定値、平成３２年・３７年-町推計）

2,215 1,985 1,822 1,425 1,248 

10,776 9,682 8,440 
7,445 6,685 

5,906 
5,827 

6,203 
6,095 

5,834 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年

0～14歳 15～64歳 65歳～

18,897 17,494 16,465
13,767

14,965

12% 11% 11% 10% 9%

57% 55% 51% 49% 49%

31% 34% 38% 41% 42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年

65歳～

15～64歳
0～14歳
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２．障害者手帳の交付状況

（１）身体障害者手帳の交付状況（平成２９年１２月１日現在）

身体障害者手帳の交付状況は、等級別では１級所持者が全体の約３割と最も多く、

続いて４級、３級となっています。障がい種別では肢体での身体障害者手帳所持者が

全体の５３％と最も多くなっています。年齢別の身体障害者手帳の交付状況は、高齢

になるほどその割合も高く、６５歳以上では、６５８人（７８．６％）であり、人口に占める

割合は、１０．５％となっています。

肢体 463, 
53%

内部 251, 
29%

聴覚 87, 
10%

視覚 58, 
6%

音声・言

語 15, 2%

障がい種別内訳

肢体 463 内部 251 聴覚 87
視覚 58 音声・言語 15

○身体障害者手帳所持者内訳

総数 837

等級別

等級 人数 割合

1 級 271 32%

2 級 115 14%

3 級 132 16%

4 級 205 25%

5 級 44 5%

6 級 70 8%

合計 837 100%

障がい種別 人数 割合

肢体 463 53%

肢
体
内
訳

下肢 381

上肢 184

体幹 47

四肢・半身 15

脳原性 12

内部 251 29%

内
部
内
訳

心臓 145

呼吸器 5

腎臓 59

膀胱・直腸 49

聴覚 87 10%

視覚 58 6%

音声・言語 15 2%

合計※ 874

1級 271
32%

2級 115
14%3級 132

16%

4級 205
25%

5級 44
5%

6級 70
8%

等級別所持者内訳

1級 271 2級 115 3級 132
4級 205 5級 44 6級 70

○障がい種別所持者内訳

※複数の障がい種別で手帳を所持している場合が

ある為、総数と障がい種別の合計は異なります｡



8

○身体障害者手帳年齢別所持者内訳

（２）療育障害者手帳の交付状況（平成２９年１２月１日現在）

療育手帳の交付状況は、Ａ判定が７２人（３８％）、Ｂ判定が１１７人（６２％）となっ

ています。年齢別の療育手帳の交付状況は、１９～６４歳の人の割合が高く１３５人

（７１．４％）となっています。全交付者数の人口に占める割合は、１．１％となっていま

す。

○療育手帳所持者内訳

うち施設入所等で

町外に住所がある

総数 189 52

等級別

等級 人数 割合

Ａ 72 38%

Ｂ 117 62%

合計 189 100%

○療育手帳年齢別所持者内訳

A 72, 38%

B 117, 
62%

等級別所持者内訳

A 72 B 117

0～18 歳 19～64 歳 65 歳以上 合  計

人口（平成２９年１２月１日現在） 2,393 7,885 6,285 16,563

身
体
障
害
者 

 

手
帳

手帳所持者数 11 168 658 837

割合(総手帳数に対する) 1.3% 20.1% 78.6% 100.0%

割合(年齢別人口に対する) 0.5% 2.1% 10.5% 5.0%

0～18 歳 19～64 歳 65 歳以上 合  計

人口（平成２９年１２月１日現在） 2,393 7,885 6,285 16,563

療
育
手
帳

手帳所持者数 20 135 34 189

割合(総手帳数に対する) 10.6% 71.4% 18.0% 100%

割合(年齢別人口に対する) 0.8% 1.7% 0.5% 1.1%
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（３）精神障害者保健福祉手帳の交付状況（平成２９年１２月１日現在）

精神障害者保健福祉手帳の交付状況は、等級別では２級が最も多く、次いで

１級、３級の順となっています。年齢別の精神障害者保健福祉手帳の交付状況は、

１９～６４歳の人の割合が高く１０７人（７１％）となっています。全交付者数

の人口に占める割合は、０．９％となっています。

○精神障害者保健福祉手帳所持者内訳

総数 150

等級別

等級 人数 割合

1 級 26 17%

2 級 107 71%

3 級 17 12%

合計 150 100%

○精神障害者保健福祉手帳年齢別所持者内訳

３．６０歳以上の障害者手帳交付者数及び在宅者数について                  

（ ）：在宅者数

身体障害者手帳交

付者のうち６０歳以上

は８３．８％であること

から、高齢化が顕著な

ことがわかります。

６０歳以上の療育手帳・精神障害者保健福祉手帳交付者のうち、在宅者が１０８人中９５

人あり、「親亡き後」や家族のみによる介護に対して細やかに配慮していく必要があります。

平成２６年に行った「障がい者の実態・ニーズに関する調査」によれば、大山町の在宅の

障がい者のうち７３．８％が家族との生活を望んでいます。町内の現状として社会資源が少

ない中、障がい者のニーズにより即した対応が求められています。

1級 26, 
17%

2級 107, 
71%

3級 17, 
12%

等級別所持者内訳

1級 26 2級 107 3級 17

0～18 歳 19～64 歳 65 歳以上 合  計

人口（平成２９年１２月１日現在） 2,393 7,885 6,285 16,563

精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳

手帳所持者数 1 107 42 150

割合(総手帳数に対する) 0.7% 71.3% 28.0% 100.0%

割合(年齢別人口に対する) 0.1% 1.3% 0.7% 0.9%

60～64 歳 65～69 歳 70 歳以上 合計

身体障害者手帳 46 102 553 701

療育手帳 13（12） 17（15） 17（16） 47（43）

精神障害者保健

福祉手帳
16（13） 21（21） 24（18） 61（52）
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第３章 大山町障害者計画

第１節 計画の基本的な考え方

１．計画の基本理念

本計画では障がい者を「必要な支援を受けながら自らの決定に基づいて社会

のあらゆる活動に参加する主体」ととらえ、障がい者が自らの能力を最大限に発

揮し自己実現ができるよう支援するとともに、障がい者の活動を制限し社会への

参加を制約している「社会的な障壁」を除去するため、町が取り組むべき障がい

者施策の基本的な方向を定めます。

また、障がいのある人もない人もお互いに尊重し、理解し、助け合うことができ

る、共に生きる地域社会の構築を目指します。

２．計画の基本目標

障がい者が、地域で生活する上で必要な福祉サービスや社会資源・身近なと

ころで相談できるような体制を確保し、そのための人材確保や質の向上を図りま

す。また、意思決定に支援が必要な障がい者に対し、成年後見制度等の利用を

支援します。

施設等のバリアフリー化や防災対策を推進し、障がいのある方が安心して暮ら

せるまちづくりを行います。

障がいのある児童・生徒が、一人ひとりの能力や可能性を最大限に伸ばし、自

立し社会参加できるよう特別支援教育の推進を図ります。

   障がいのある方が、自分の適性・能力を十分に発揮し働くことができる環境を

整備します。また、福祉的就労の底上げを支援、障がいのある方の収入増を進め

るとともに、一般就労が可能な方の移行を進めます。

   障がいのあるなしにかかわらず、誰もが芸術・文化スポーツ活動に参加し、共

に楽しめる環境を整備します。

障がいを理由とする差別の解消、虐待防止・権利擁護の推進に取り組み、また、

障がいについての理解を深めるよう啓発を行います。

行政においても障がい者に対する対応を再点検し、障がいの状態等に考慮し

た行政サービスのあり方を追求します。

学 び・働 き・社 会 参 加 を促 進

安 心 し て 暮 ら す

共 に 暮 ら す 社 会 の 実 現
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３．課題別施策の体系

①職員の専門性の向上

②障がいの早期発見・早期療育体制の整備

②障がいの発生予防の推進

③心の健康づくり

④医療費等助成制度の実施

①一貫した相談・支援体制の充実

②保育士・教職員の専門性の向上

③文化・芸術、スポーツ活動と地域交流の推進

①町内就労支援事業所の活動に対する支援

②就業支援施策の推進

③障がい者雇用の推進     

①公共施設等のバリアフリー化

②移動手段の確保

①相談支援体制の充実・強化

②障害福祉サービス等の提供体制の整備

障害福祉計画・障害児福祉計画

・障害福祉サービス等の充実

・障害児通所支援等の充実

・地域生活支援事業の充実

大

山

町

障

害

者

計

画

①コミュニケーション支援体制の充実

②情報提供充実・情報バリアフリー化の推進

啓 発 ・ 広 報

生 活 環 境

教 育 ・ 育 成 、

雇 用 ・ 就 業 ・

保 健 ・ 医 療

情報・コミュニケーション

生 活 支 援

①福祉教育の推進

②啓発・広報活動の推進

③ボランティア活動の推進

④各種障がい者団体に対する支援

【 基 本 目 標 】    【 取り組み項目 】   【具体的取り組み】

安心して

暮らす

学 び・働 き

社会参加を促進

共に暮らす

社会の実現

文化・芸術、スポーツ

経 済 的 自 立

安心・安全な町づくりの推進安 心 ・ 安 全

差 別 の 解 消 及 び

権利擁護事業の推進

差別の解消及び権利擁護事業の推進

行政サービス等における合理的配慮の提供行政サービス等における
合 理 的 配 慮
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第２節 課題別計画

１．啓発・広報

「障害者基本法」等関係各法律の整備により、障がいに対する正しい理解と認

識が深まってきていますが、依然として偏見や誤った認識は存在しています。

そのためには、障がい者と障がいそのものに対する理解を深めることが重要で

あり、各種啓発・広報活動や福祉教育、ボランティア活動などあらゆる場において、

理解の促進、啓発を図り、『ユニバーサル社会※』の実現に努めます。

幼少期から障がいや障がいのある人に対して理解を深めるため、保育所・小中学

校において福祉教育・障がいのある人との交流を推進します。

公民館等で開催している生涯学習において、障がいに関する理解を深めるため

の講座や教室を開催します。

・ 特別支援学級との交流学習の充実

・ 福祉講座の開催

『大山町人権施策総合計画※』に基づき、啓発推進体制の整備を行うとともに、

人権セミナー等の研修・啓発活動を通して町民・職員の人権意識の向上に努めま

す。

「大山チャンネル」を活用し、障がいのある人を支援する人やその事業所の取り

組みを紹介し、障がいに対する理解の促進を図ります。

・ 人権研修の充実

・ 大山チャンネルを活用した、障がいへの理解促進

『ユニバーサル社会』：年齢・性別・障がい・文化などの違いにかかわりなく、だれもが地域社会の一員として支え合う

          中で安心して暮らし、一人ひとりが持てる力を発揮して元気に活動できる社会

『大山町人権施策総合計画』：町民一人ひとりの人権が保障される町づくりの目標を具現化するために、平成１９年３月

に策定しました。この計画を柱として、人権が尊重される町づくりの推進に努めています。

②啓発・広報活動の推進

①福祉教育の推進
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社会福祉協議会の行う『ボランティアセンター※』の活動支援、ボランティア団体

への活動補助を行い、ボランティア活動の推進に努めます。

町で行う『精神保健福祉ボランティア講座※』を通じて、精神障がいに対する正し

い知識を普及するとともに、ボランティアの育成に努めます。

・ ボランティアセンターへの活動支援

・ 精神保健福祉ボランティア講座の開催

・ 各種ボランティア活動の推進

各種障がい者団体の活動により、障がいのある人の権利や福祉の向上が図られ

てきました。

  その活動を支援するとともに、各種団体と連携をとり、活動の活性化に協力してい

きます。

・ 障がい者団体への活動助成の継続

・ 障がい者団体の活動活性化のための支援

『ボランティアセンター』：ボランティアセンターでは、ボランティアをしたい人、受けたい人の登録・調整や、ボラン

ティア活動に関する講座開設、ボランティア養成研修等の事業を通じて、ボランティア活動

の幅を広げその活動を応援しています。

                         大山町社会福祉協議会名和支所が窓口となっています。

『精神保健福祉ボランティア講座』：

心の病気や障がいについて学び、身近な問題として考えていただくため、大山町が開催して

いる講座です。

④各種障がい者団体に対する支援

③ボランティア活動の推進
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２．生活支援

障がいのある人が自分の生活のあり方を選択し、自ら決定することができる社

会とするためには、地域でそれを支える福祉サービス等の体制が必要です。

このため、利用者本位の考え方に立って、障がいのある人の多様なニーズに

対応し、豊かな地域生活を可能とする支援体制の整備を進めます。

地域の民生児童委員や障がい者相談員、障がい者相談支援事業所等と連携

を深め、相談体制の充実と、その後のフォローが行える体制づくりに努めます。

町では、障がいのある人の相談支援体制の充実を目的として、相談支援事業

所でもあらゆる相談を受けることができるように事業を委託しています。

今後も引き続き相談体制の整備を行うとともに、事業所との連絡会等を設けるこ

とにより連携を深め、情報交換に努めます。

障がい者の在宅サービスを充実して、生活力を高めるための支援、情報の提

供などの充実、障がい者の地域生活支援の取り組みの推進や施設入所者・社会

的入院患者の地域移行の推進の取り組みについての相談体制を整備し充実を

図ります。

また、支援を行う上での問題把握を行い、「鳥取県西部障害者自立支援協議

会」において、問題の解決、国･県への問題提起を行い、福祉サービスの充実に

努めます。

障がい者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応、その後の本人および養護

者への適切な支援が行える体制づくりに努めます。

・ 地域での相談支援体制の充実

・ 委託相談支援事業所との連携強化

・ 地域生活支援・地域移行の推進

・ 自立支援協議会及び相談支援事業所と連携した相談体制の確立

・ 虐待防止、対応体制の整備推進

①相談支援体制の充実・強化
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「広報だいせん」や『よりよい暮らしのために※』等を用いて、障がい者医療費助

成等の町が単独で行う事業や、『ＮＨＫ放送受信料の減免制度※』、『有料道路の

通行料金の割引制度※』等、障がいのある人に対する事業の周知に努めます。

町内･町外の事業所と連携をとり、障害福祉サービスの提供体制の充実に努めま

す。

  各自治体がその創意・工夫により事業を行う『地域生活支援事業※』の充実を図り、

障がいのある人の地域生活支援と介護を行う人の負担軽減を目指します。

・ 各種制度の周知徹底

・ 障害福祉サービス事業所との連携強化

・ 地域生活支援事業の継続実施と未実施事業の検討

『よりよい暮らしのために』：

障がいのある人が利用できる制度の一覧や、県内の障害福祉サービス事業所、関係行政機関の一

覧等がまとめられた冊子。

                     障害者手帳を新規に取得された人に無料で配布され、各種サービスを利用したり、暮らしを支え

たり、また社会参加を進める上での情報誌として活用されています。

『ＮＨＫ放送受信料の減免制度』：

世帯の課税状況や障がい程度により免除要件に該当し、免除申請を行なうと、ＮＨＫ放送受信

料が全額免除又は半額免除になります。

『有料道路の通行料金の割引制度』：

事前に使用する車両等を登録することにより、有料道路の通行料金が５割引になります。ＥＴＣ

を利用する場合も事前に登録することで、割引となります。

『地域生活支援事業』：市町村が地域の実情や利用者の状況に応じて、必要な事業を柔軟に提供する事業です。

                     相談支援事業、意思疎通支援事業（手話通訳者派遣等）、移動支援事業等の事業があります。

事業内容や利用者の負担、事業の実施状況はそれぞれの市町村ごとに異なります。

②障害福祉サービス等の提供体制の整備
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３．生活環境

障がいのある人にとって自由に外出し社会参加できる環境の整備は、自立し

た生活を送るための基礎的な条件となるものです。『ユニバーサルデザイン※』の

理念に基づき、障がいのある人のみならず全ての人に住みよい町づくりを目指し

ます。

     

既存の公共施設について、バリアフリーの状況を点検し、必要に応じて改修等に

努めます。

民間施設に対しては、『バリアフリー法※』、『鳥取県福祉のまちづくり条例※』の

理念普及に努めます。

「重度心身障害者住宅改良費助成事業」、「高齢者居住環境整備事業」等を活用

し、一般住宅のバリアフリー化費用の助成を行い、住み慣れた自宅で生活ができる

よう支援を行います。

・ 鳥取県福祉のまちづくり条例の普及拡大

・ 住宅改修費助成事業の推進

『ユニバーサルデザイン』:

バリアフリーは、障がい等によりもたらされるバリア（障壁）に対処するとの考え方であるのに対

し、ユニバーサルデザインはあらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な

人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。

『バリアフリー法』：平成１８年１２月２０日まではハートビル法と呼ばれており、「高齢者、身体障がい者等が円滑に

利用できる建築物の建築の促進に関する法律」の通称。平成１５年の改正で、建築物の範囲を共

同住宅や学校などにも拡大、不特定多数が利用する建築物や高齢者・障がいのある人が利用する

建築物のうち、２，０００㎡以上の建築を行う際に基準への適合を課したほか、地方自治体が条

例により制限を付加することができることとなりました。

『鳥取県福祉のまちづくり条例』：

                  平成８年に制定された鳥取県福祉のまちづくり条例が、バリアフリー法に基づく条例として全部改

正され、平成２０年１０月１日に施行されました。

                   バリアフリー法で義務化されない２，０００平方メートル未満の中小物販店、飲食店等の小規模な

建築物についても整備基準を設け、建築確認においての審査、罰則の対象とし、建築物等のバリア

フリー化に向けて、より実効性の高い仕組みとしています。

①公共施設等のバリアフリー化
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障がいのある人が自由に外出できるよう、公共交通機関のバリアフリー化の推

進や公共交通機関の利用が困難な人へのガイドヘルプサービス、車両による移

送サービスの充実に加え、自動車改造費助成などの各種助成制度の周知を図り

ます。

・ 障がいのある人の日常生活の移動手段の確保

４．教育・育成、文化・芸術、スポーツ

障がいのある子ども一人ひとりを尊重した個々のニーズに応じた保育・教育を

行うことが個性と可能性を伸ばすために必要であるとともに、健やかな成長に結

びつきます。

保育所や小中学校、教育委員会等の関係機関の連携を密にし、乳幼児期か

ら学校卒業後にわたる一貫した支援体制の充実に向け機能強化を図ります。

また、文化芸術活動やスポーツに親しむことは、障がいのある人の自己実現や

社会参加の促進にとって重要であるばかりでなく、生活にうるおいをもたらしたり、

障がいや障がいのある人に対する理解を深めます。身近な地域において積極的

に活動に参加できるよう支援を行います。

町内の小中学校では、『個別の指導計画※』を作成し、児童・生徒一人ひとりの

障がいの状態に応じたきめ細やかな指導を行っています。

保健・福祉・労働等の関係機関と連携をとり、相談体制の充実を図るとともに、『個

別の支援計画（個別教育支援計画）※』の実施に向け検討を行います。

・ 個別支援計画の実施

・ 関係機関との連絡体制の強化

『個別の指導計画』：学校の教育課程において、児童・生徒一人ひとりの障がいの状態等に応じたきめ細やかな指導が

行えるよう、指導目標や指導内容・方法等を具体的に表した指導計画です。

『個別の支援計画』：在学中のみならず乳幼児期から学校卒業後までを見通した視点を持って作成され、教育、医療、保

健、福祉、労働等の関係機関が連携協力して支援するためのツール（道具）となるものです。

                   学校や教育委員会等の関係機関が中心となって作成する場合、「個別の教育支援計画」と呼ばれる

ことが多く、福祉等の関係機関で作成される場合は、「個別支援計画」と呼ばれます。

①一貫した相談・支援体制の充実

②移動手段の確保
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町内の保育所では障がい児保育の必要に応じて保育士の加配を行い、その充

実に努めています。

また個別のケース検討や研修を通じて、障がいのある園児に対する保育の質の

向上と、保育士の人材育成を図ります。

町内の小中学校では必要に応じて特別支援学級を設置し、障がいのある児童・

生徒の教育の充実に努めています。

特別支援学級の担任教員に対しては、関係機関とともに専門的な研修を受講す

るための支援を行い、その他の教職員にも障がいや障がいのある児童・生徒に対

する対応について理解を深めるため、特別支援教育に関する各種研修への受講を

呼びかけます。

・ 障がい児保育、特別支援学級の職員体制の充実

・ 保育士、教職員の専門的研修への参加促進

障がいのある人が多くの人々と交流し、生き生きとした心豊かな生活が送れるよ

う障がい者の文化・芸術、スポーツ活動への支援や様々な交流機会の確保を図

ることによる地域交流の活性化に努めます。

また、体育館等スポーツ施設設備の拡充に努め、障がい者の利用に配慮した

環境整備をすすめます。

・ 地域でいきいきと暮らすための環境づくりの推進

②保育士・教職員の専門性の向上

③文化・芸術、スポーツ活動と地域交流の推進
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５．雇用・就業・経済的自立

障がいのある人にとって「就労」は、経済的に自立した生活を送るためだけでな

く、「自己実現の場」、「社会貢献の場」として重要な意義を持っています。

『障害者の雇用の促進等に関する法律※』により、一定規模以上の事業所に

は、障がいのある人の雇用が義務付けられ、また「障害者総合支援法」に基づく、

福祉サービスにおいても就労の支援が行われています。

就労の機会の確保、また就業前・就業後を含めた継続的な支援を行う総合的

な体制づくりが必要です。

平成１８年１０月に『大山恵みの里づくり計画※』が策定され、その中で農産物等

のブランド化や販路の拡大等を目的として『財団法人大山恵みの里公社※』が設立

されました。

その公社を活用し、町内の就労支援事業所で生産される農産物の高付加価値

化やインターネット等を通じた販路拡大を図り、利用者の工賃向上に努めます。

また、障害者優先調達法に基づき、就労支援事業所に対して町からの業務委託

や商品等の積極的な活用を推進し、町民・民間事業者等の利用促進につながるよう

に、ＰＲの充実等の支援を行います。

・ 就労支援事業所の活動周知

・ 就労支援事業所に対する業務委託や商品等の活用

・ 町民、民間事業所等に対するＰＲ

『障害者の雇用の促進等に関する法律』：

障害者雇用促進法とは、正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、昭和

３５年に制定されました。「雇用義務制度（法定雇用率の設定）」「納付金制度」「職業リ

ハビリテーションの実施」などが同法にて定められています。

               平成１８年に施行された改正法では「精神障がい者への雇用対策の強化」「在宅就業障が

い者への支援」などが補足されました。

『大山恵みの里づくり計画』：「大山をシンボルとする観光地域づくりによる産業・雇用・所得の活性化」を基本理念と

して、平成１８年１０月に策定しました。

「魅力を高める」「交流人口を増やす」「雇用と所得を増やす」「情報を発信する」「人材を

育む」の５つを目標として掲げています。

『財団法人大山恵みの里公社』：

「大山恵みの里づくり計画」に基づき平成１９年８月設立しました。「財団法人大山恵みの

里公社」は、計画理念実現のため、「農林水産・特産品・食」の分野における、①大山ブ

ランド産品の育成機関、②販売支援、③人材育成・起業支援、④総合交流拠点の管理運営

等を行い、生産者、民間事業者や住民活動を支援する機関として設立された法人です。

①町内就労支援事業所の活動に対する支援
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「ハローワーク」、『障害者就業・生活支援センター※』等の関係機関と連携を図り、

就業支援を行います。

また、一般就労が困難な障がいのある人の自立と社会参加の支援のため、障害

福祉サービスの就労支援事業を活用し、就労支援に努めます。

・ 関係機関との連携強化

・ 就労支援事業所の確保

『独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構※』において、障がいのある人

の雇用事例が紹介されている事業所もあります。

このような事業所が増えるように、障がいのある人の雇用促進のための助成金や

『ジョブコーチ※』等の制度の周知を図ります。

障がいのある人が就労しやすい職場づくりを目指し、企業内での人権研修、啓発

活動が推進されるように努めます。

・ 雇用促進制度の周知

・ 企業での人権研修の実施

『障害者就業・生活支援センター』：

障がいのある人の仕事と生活の総合相談窓口です。事業所等における基礎訓練や職業準備訓練の紹介

をしています。また、事業主に対する雇用管理に関する助言や就職後の職場定着支援も行っています。

『独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構』：

        独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成１４年法律第１６５号）に基づき設立された、

独立行政法人です。

          高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、障がい者の職業生活における自立を促進する

ための施設の設置及び運営等の雇用を支援するための業務が行われています。

『ジョブコーチ』：アメリカのリハビリテーション法の改正（１９８６年）により制度化された、障がいのある人の職場

適応と定着を支援する職員です。

一定期間、職場に付き添って支援を行い障がいのある人の仕事の自立を助け従業員から必要な支援を

引き出し（ナチュラルサポート）、ジョブコーチの支援は徐々に減らしていきつつ（フェイディング）、

その後も必要に応じて継続的に支援を行います（フォローアップ）。

②就業支援施策の推進

③障がい者雇用の促進
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６．保健・医療

障がいの原因となる疾病の予防と、障がいの早期発見・早期治療をする

ことは、障がいの重度化・重複化を防ぎ、介護者の負担軽減にもつながりま

す。乳幼児期における障がいの早期発見、成人期における障がいの原因とな

る疾病予防、高齢期における障がいの重度化の予防が重要となります。

また、近年精神に障がいのある人が増加傾向にあります。様々なストレスにより心

の健康が損なわれることによる障がいの発生が見受けられます。本人のみではなく、

家族等の周囲の人が正しい知識を持ち、障がいの発生を予防することが重要です。

  総合支援法で定義されている３障がいの他にも、『発達障害者支援法※』の対象者

や『高次脳機能障がい※』のある人、『難病等※』の方等、障がいの種類も様々あり、

個々の障がいやその症状、本人や家族が抱く不安や悩みも様々です。

  その不安や悩みの軽減、適切な支援につなげるため、各種研修会等を通じて相

談に応じる職員や保健師の専門性の向上に努めます。

・ 職員、保健師の各種研修会への参加

・ 職員、保健師の専門知識の向上

・ 職員の相談支援専門員資格の取得

・ 障がいのある人や家族の不安の軽減

赤ちゃん訪問・乳幼児健診・５歳児健診の充実を図り、乳幼児期の障がいの早期

発見に努めるとともに、障がいのある子どもを育児する保護者の不安の軽減や、健

やかな子どもの成長に対する支援に努めます。

個別支援会議や、鳥取県立総合療育センター・米子市立あかしや等の専門機関

と連携を密にし、早期療育体制の整備に努めます。

・ 母子保健事業、乳幼児健診の充実

『発達障害者支援法』：平成１７年４月に施行され、発達障がいの定義や支援等について定められた法律です。

発達障がいの定義は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障が

いその他これに類する脳機能の障がいで、症状が通常低年齢において発現するもの、とされています。

『高次脳機能障がい』：交通事故や転落事故・スポーツ事故等によって脳に損傷を受け、或いは、脳血管障がい後の後遺

症として、記憶障がい、注意障がい、社会的行動障がいなどの認知障がいを生じ、これに起因して、日常生活・社

会生活への適応が困難となる障がいとされています。

『難病等』：難病等（治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度

が厚生労働大臣が定める程度である方）については、制度の隙間のない支援を提供する観点の下、平成 29 年４月か

ら対象となる疾病が 332 から 358 へ拡大されています。

②障がいの早期発見・早期療育体制の整備

①職員の専門性の向上
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後天性の障がい予防のため、また成人期における障がいの原因となる生活習慣病

等の疾病の発生予防と早期発見のため、各種健康診断の受診率向上に努めます。

水中ウォーキングや３Ｂ体操、水中運動教室、大山賛歌体操等の事業を通じて、

高齢を原因とする身体機能の低下による障がいの発生、重度化・重複化の予防に

努めます。

・ 各種健診事業の受診率の向上

・ 介護予防事業の充実

心の健康づくりのため、広報への掲載や健康づくり事業等の機会を通じて知識の

普及と啓発を行い、障がいの発生予防に努めます。

町で『精神障がい者デイケア※』を実施し、精神に障がいのある人の地域生活の

支援や閉じこもり予防に努めます。

・ 心の健康に関する知識の普及、啓発

・ 精神障がい者デイケアの継続実施

  障がいの重度化・重複化を防ぐために、障がいのある人が安心して医療機関を受

診できるように、医療費等の助成制度を適切に実施します。

・自立支援医療費制度（国） 身体障害者手帳の原因となる疾病の重度化を防ぐた

めの治療(ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ植え込み術・人工関節置換術

等)、精神疾患の通院治療にかかる医療費を助成

・特別医療費助成制度（県） 重度の障害者手帳（身障１・２級、療育Ａ、精神１級）所

持者の医療費を助成

・大山町身体障害者・知的障害者及び精神障害者医療費助成制度（町）

                   障害者手帳（身障３～６級、療育Ｂ、精神２・３級）所持

者で助成要件を満たす人の医療費を助成

・大 山 町 障 害 者 通 所 ・通 院 費 助 成 金 （町 ）

                   精神障害者保健福祉手帳所持者で精神疾患の治療

で町外の医療機関に通院する人の通院費を助成

・ 町が行う医療費助成、通院費助成の継続実施
『精神障がい者デイケア』：在宅の精神障がいのある人に対し、レクリエーション・料理・手芸などを行います。

           対人関係の学習や自立のための支援を目的とします。

③障がいの発生予防の推進

⑤医療費等助成制度の実施

④心の健康づくり
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７．情報・コミュニケーション

障がいのある人が地域で豊かに生活を送るために、各種事業、制度を実施し

ています。しかし、それらの事業や制度が活用されなければ意味がありません。

広く情報が行き渡るように情報提供の充実を図るとともに、障がいのある人が自

分にとって必要な制度を選択し、利用できるように支援していくことが必要となっ

てきます。

町では、聴覚に障がいのある人のコミュニケーション支援を目的として、『手話通

訳者※』『要約筆記者※』の派遣事業を専門事業所に委託し、実施しています。ま

た、視覚に障がいのある人には、点訳・朗読奉仕員の養成研修を通じて、情報確保

に努めています。

今後も継続して事業の実施を行うとともに、事業が充実したものとなるように専門

事業所と連携を図ります。

・ 事業委託の継続実施

「広報だいせん」や「大山チャンネル」、ホームページ等の様々なツールを通じて、

情報提供の充実を図ります。

また、障がいのある人や高齢者が見やすく理解しやすい文書づくりや情報提供を

行います。

・ ホームページ等を活用した情報提供

・ 分かりやすい文書づくり

『手話通訳者』：手話を主なコミュニケーション手段としておられる人に対して、通訳を行います。

手話通訳者は手話言語を学ぶとともに、ろうあ者を取り巻く諸問題や歴史を学び、ろう者の地位向上や

よりよい暮らしに向け、様々な活動を行っています。

『要約筆記者』：手話のわからない難聴の人・中途失聴の人に手書き又はパソコン等を活用して、話の要点をつかんで文

字で情報を伝えます。

               要約筆記者は通訳をするだけではなく、難聴の人・中途失聴の人の抱える社会的課題を理解し、その権

利を擁護する役割を認識し、様々な場面に応じたコミュニケーション支援をします。

①コミュニケーション支援体制の充実

②情報提供の充実・情報バリアフリー化の推進
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８．安心・安全

障がい者が地域で安全に安心して生活ができるよう、災害時の避難体制

構築等の防災対策の推進に努めます。

障がいのある人・高齢者等を対象に、災害時に援護が必要な人の把握を行い

ます。また、個々の障がい特性に応じた災害時の援護体制の整備検討を行いま

す。

『地域福祉ネットワーク活動※』の推進、地域の民生児童委員との連携、新日本

海新聞社等との協定により行われる『地域の見守り活動※』の実施を通じ、安心し

て生活できる地域づくりを目指します。

・ 要援護者の把握

・ 障がい特性に応じた災害時の援護体制の整備検討

・ 地域住民の連携による、防犯体制の充実

『地域福祉ネットワーク活動』：

地域(集落・自治会 )において、日常生活を送る上で、何らかの支援を必要とする人を、地域住

民や関係機関・団体等の主体的な参加による福祉活動により支援していくことを目的とした、支

え合いのネットワークの組織です。

『地域の見守り活動』：町内の日本海新聞配達員等町と協定を結んでいる 10 社の関係社員が住民の異変を察知した場

合、その状況に応じ、警察や役場等に通報されるものです。

安心・安全な町づくりの推進
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９．差別の解消及び権利擁護の推進

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互の人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する社会の実現に向け、制定された障害者差別解消法を基に、障がいを理由と

する差別の解消の推進に取り組みます。また、障害者虐待防止法に基づく障害者虐

待の防止等、障がい者の権利擁護の取り組みを行います。

国において策定される基本指針等に基づきに、障がいを理由とする差別の解消の

推進に取り組みます。

また、障がい者虐待防止等、障がい者の権利擁護に対する取り組みのため、障がい

者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応、事後支援が行える体制を確保します。

成年後見制度について、住民への周知や町長による申立、県東・中・西部の各権利

擁護センターの活用等、町による利用者支援の仕組みづくりを進めるとともに、法人後

見や市民後見人の養成等の体制整備を行います。

町社会福祉協議会と協力して障がい者の自己決定を援助する『日常生活自立支援

事業※』の利用促進を図ります。

鳥取県手をつなぐ育成会が作成した『あいサポートファイルとっとり※』について周知

と活用を図ります。

・ 虐待防止、対応体制の整備推進

・ 成年後見制度利用支援事業の継続実施

・ 社会福祉協議会との連携による、日常生活自立支援事業の周知と

利用促進

・ 「あいサポートファイルとっとり」の利用促進

     

『成年後見制度』：精神の障がい（知的障がい、精神障がい、認知症など）により判断能力が十分でない人が不利益を被らないように

家庭裁判所に申立てをして、その人を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

        「法定後見制度」と「任意後見契約」があり、「法定後見制度」はさらに『後見』、『保佐』、『補助』の

３つに分けることができます。「任意後見契約」は本人の判断能力が衰える前から契約により利用できますが、

法定後見は判断能力が衰えた後でないと申立てできません。

『後見』・・・ほとんど判断が出来ない人を対象としています。家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、

本人の財産に関する全ての法律行為を本人に代わって行うことができ、成年後見人または本人は、

本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

『保佐』・・・判断能力が著しく不十分な人を対象としています。家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、

保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができ、保佐人

または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

差別の解消及び権利擁護事業の推進
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『補助』・・・判断能力が不十分な人を対象としています。家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人

には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権（取消権）を与えることが

できます。

『日常生活自立支援事業』：

認知症や精神の障がい等により、日常生活を営むのに支障がある人に対し、福祉サービスの利用に関する相談・助

言や、手続・支払等の援助を行うものです。サービスを利用するために、本人（利用者）と各市町村社会福祉協議

会とが契約をします。（旧：地域福祉権利擁護事業）

           ・福祉サービスについての情報提供や助言、利用手続き、利用料の支払い援助

           ・公共料金や家賃の支払いなど、日常的な金銭管理の援助

           ・預金通帳、権利証書、印鑑等の預かりサービス

『あいサポートファイルとっとり』：

鳥取県版安心サポートファイル。障がい者の意思決定に配慮しつつ、支援を必要とする人が生涯にわたり、地域で

安心・安全な生活を送ることができるように、福祉・医療・保健・教育・労働等が連携し、継続した支援が受けら

れるよう、理解を深め、より良い関係づくりの一助になることを願って鳥取県手をつなぐ育成会により作成された

もの。

１０．行政サービス等における合理的配慮

障がい者が適切な配慮を受けることができるよう、行政職員の障がい者理解の促進

に努めます。

あいサポート研修等を通じ、障がい特性を理解し、窓口等において、障がいのある方

へ配慮した、行政サービスの提供を行います。

・ 行政職員の障がい者理解の促進

行政サービス等における配慮
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第４章 大山町障害福祉計画及び大山町障害児福祉計

都道府県

第１節 障害福祉サービス等の充実

１．障害福祉サービス等について

（１）障がい者及び障がい児を対象としたサービスの全体像

障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律が平成２８年６月に公布され、

平成３０年４月に施行されます。この改正による内容も踏まえた障害福祉サービス等の全体

象は、以下のとおりです。

自立支援給付事業

支援

・居宅介護（ホームヘルプ）

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護

・重度障害者等包括支援

・短期入所（ショートステイ）

・療養介護

・生活介護

・施設入所支援

障がい者

障がい児

・自立訓練

・就労移行支援

・就労継続支援Ａ型

・就労継続支援Ｂ型

・就労定着支援

・自立生活援助

・共同生活援助（グループホーム）

・相談支援    ・移動支援    ・意思疎通支援

・日常生活用具 ・地域活動支援センター  等

介護給付 訓練等給付

・計画相談支援

・地域移行支援

・地域定着支援

自立支援医療

地域生活支援事業

・専門性の高い相談支援  ・広域支援   ・人材育成   等

補装具

障がい者及び障がい児を対象としたサービスの全体像

市町村

相談支援

・児童発達支援       ・放課後等デイサービス

・保育所等訪問支援    ・医療型児童発達支援

・居宅訪問型児童発達支援 ・障害児相支援

障害児通所支援等
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（２）自立支援給付事業の概要

サービス名 サービス内容

介 
 

 
 

護 
 

 
 

給 
 

 
 

付

居宅介護（ﾎ ﾑーﾍﾙﾌ）゚ 自宅での入浴、排せつ、食事の介護、通院の介護など生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由のある人又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、行動上著し

い困難のある人で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排せつ、食事の介護から外出時

の移動支援等を総合的に行います。

同行援護
視覚障がいにより著しい困難を有する人の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供する

とともに、移動の援護等を行います。

行動援護
行動上著しい困難を有する人で常時介護を必要とする人に危機回避のための必要な援護

や外出時の移動の支援等を行います。

重度障害者等包括支援 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等を包括的に提供します。

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、排せつ、食事の介護等を行なうとともに、創作的活動又

は生産活動の機会を提供します。

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及

び日常生活の支援を行います。

短期入所（ｼｮ ﾄーｽﾃｲ）
自宅で介護する人が病気の場合等に短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介

護等を行います。

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日に食事、入浴、排せつの介護等を行います。

訓

練

等

給

付

自立訓練

（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間目標を設定し、身体機能又は生活

能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援
一般企業等で就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練を行います。

就労継続支援

（Ａ型=雇用型、Ｂ型=非雇

用型）

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。

Ａ型は雇用契約を締結し、労働基準法等の関係法規を遵守する必要があります。

就労定着支援 【新規】
一般就労へ移行した障がい者について、就労に伴う生活面の課題に対し、企業・自宅等へ

の訪問や障がい者の来所により必要な連絡調整、指導・助言等の支援を行います。

自立生活援助 【新規】
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により

必要な支援を行います。

共同生活援助

（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。また、入浴、排

せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。

相

談

支

援

計画相談支援

障がいのある人の心身の状況や環境、障害福祉サービス等の利用の意向等を勘案して、支

給決定又は支給決定の変更前にサービス等利用計画案を作成するとともに、支給決定後の

一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行います。

地域移行支援
障害者支援施設や精神科病院に入院している障がいのある人の住居の確保、その他の地

域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。

地域定着支援
居宅でひとり暮らしをしている障がいのある人の常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起

因して生じた緊急の事態等に相談等を行います。
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（３）障害児通所支援等の概要

（４）地域生活支援事業の概要

サービス名 サービス内容

必 
 

 
 

須 
 

 
 

事 
 

 
 

業

相談支援事業

障がいのある人やその家族などからの相談に応じ、福祉サービスを利用するために

必要な情報の提供や助言を行うことにより、障がいのある人の自立した日常生活を支

援します。

また、権利擁護のために必要な援助を行います。

意思疎通支援事業
聴覚障がいや音声・言語機能障がいにより意思疎通が困難な人に、手話通訳者・要

約筆記者等を派遣することにより意思疎通の円滑化のための支援を行います。

日常生活用具給付事業 障がいのある人にストマ装具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。

移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある人に、地域における自立した生活と社会参加の

促進のために、外出の支援を行います。

理解促進研修・啓発事業

障がい児者への理解促進研修・啓発を目的とするセミナーを毎月開催し、広くサービ

スや制度説明、障がい特性、権利擁護等のテーマを取り扱います。また、県西部障害

者自立支援協議会のホームページを作成し、活動の周知を図ります。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の申立の際にかかる手続きの支援を行ったり、申立・後見人等報酬の

費用負担が困難な場合にその全部または一部を助成し、成年後見制度の利用促進を

図ります。

児 
 

 

童

児童発達支援
未就学の障がいのある子どもに、日常生活における基本的な動作、指導、知識技能の付与、集

団生活への適応訓練を行います。

放課後等デイサービス
学校就学中の障がいのある子どもに、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向

上のための訓練等を行います。

保育所等訪問支援
専門知識を有する指導員や保育士が保育所などを訪問し、障がい児や保育所などの職員に対

し、障がい児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

医療型児童発達支援
未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への

適応訓練等を行うとともに、身体の状況により、治療も行います。

居宅訪問型児童発達支援

【新規】

重度の障がい等の状態にある障がい児を対象に、児童の居宅を訪問し、日常生活における基

本的な動作の指導、知識技能の付与等の訓練を行う。

障害児相談支援
障がい児の心身の状況、置かれている環境、サービス利用意向その他の内容を記載したサー

ビス等利用計画の作成及び見直しを行います。
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成年後見制度法人後見支援事

業

成年後見制度の利用需要増に伴い、受任する第三者後見人等の供給が追いつかな

い状況から、法人後見を行う法人の立ち上げ支援や、新規法人の継続支援を行いま

す。

地域活動支援センター運営費負

担事業

障がいのある人に、創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流等を行う

施設の運営費を負担します。

そ

の

他

事

業

日中一時支援事業

日中、施設などで障がいのある人に一時的な見守りなどの介護サービスを提供するこ

とにより、障がいのある人の家族など、日常的に介護を行っている人の就労支援や一

時的な休息の確保を目的とします。

自動車改造費補助事業
身体障がい者が自動車を所持する場合、就労や社会参加の促進を図るため自動車

の改造経費を補助します。

奉仕員養成研修事業
視覚に障がいのある方への情報提供支援充実のため、点訳及び朗読に関する奉仕

員養成を行います。
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２．第４期障害福祉計画の実績

（１）障害福祉サービス等の実績※

サービス種別
計  画 実  績

単 位
２７年度 ２８年度 ２９年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

訪
問
系

居宅介護 ２９３（２４） ３１３（２６） ３３３（２８） ３０９（２６） ２５６（２７） ２２３（２３）
時間／月

（実人数）

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

０（０）

２０（１）

１９（１）

０（０）

０（０）

２０（１）

１９（１）

０（０）

０（０）

２０（１）

１９（１）

０（０）

   ０（０）

  ２８（１）

２０（１）

  ０（０）

   ０（０）

３３（１）

１８（１）

   ０（０）

   ０（０）

２８（１）

２０（１）

   ０（０）

時間／月

（実人数）

日
中
活
動
系

生活介護 ８８５（４３） ９０５（４４） ９２５（４５） １，０１６（５０） ９３４（４８） ９１６（４７）
人日／月

（実人数）

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

２０（１）

２０（１）

２０（１）

２０（１）

２０（１）

２０（１）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

人日／月

（実人数）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

６０（３）

１６４（９）

１，４９８

   （８０）

８０（４）

１８６（１０）

１，５３８

   （８２）

１００（５）

１８６（１０）

１，５７８

   （８４）

０（０）

１９５（１０）

１，６４４

   （８３）

０（０）

１７４（８）

１，６４９

   （８３）

０（０）

１９３（９）

１，５７３

   （８６）

人日／月

（実人数）

療養介護 ５ ５ ５ ５ ５ ５ 人／月

短期入所 １６（２） ２４（３） ３２（４） ２３（３） １７（４） ２６（６）
人日／月

（実人数）

居
住
系

共同生活援助    ３９ ４１ ４３ ３３ ３５ ３４ 人／月

施設入所支援 ３４ ３３ ３２ ３４ ３２ ３２ 人／月

相
談
支
援

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

３０

１

１

３１

１

１

３２

１

１

１６５

０

０

１６６

０

０

１６７

０

０

人／月

児

童

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

医療型児童発達支援

障害児相談支援

１８（１）

２０（２）

０

５（１）

２

３６（２）

３０（３）

０

５（１）

２

５４（３）

４０（４）

０

５（１）

２

８（２）

１５７（７）

０

５（１）

９

４（１）

２０４（１０）

０

３４（４）

１４

２９（２）

２０４（１０）

０

２０（２）

１４

人日／月

（実人数）

相談支援

（人／月）

※それぞれの年度の実績は下記のとおり

２７年度・・・平成２８年３月利用実績、２８年度・・・平成２９年３月利用実績、２９年度・・・平成２９年９月利用実績
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（２）地域生活支援事業の実績※

【実績】

相談支援事業所数は、平成28年度までは計画当初の体制（県西部9市町村で、5 つの事業

所へ事業を委託）を維持しました。（計画相談制度が導入され、大山町内には２つの指定特定

相談支援事業所が設置されています。）平成 29 年度からは地域の実情に合わせ、2 つの事業

所へ単町で委託しました。

日常生活用具給付事業は、年々給付件数が増加傾向にあります。とりわけストマ装具給付（大腸

がん・膀胱がん等の手術による直腸機能障害・ぼうこう機能障害のための装具）の増加が顕著です。

地域活動支援センターは、町内にはないものの米子市に複数箇所あり、利用実績が着実に

伸びています。

※それぞれの年度の実績は下記のとおり

   ２７年度・・・平成２８年３月利用実績（日常生活用具・自動車改造費補助事業については、年間給付実績）

   ２８年度・・・平成２９年３月利用実績（日常生活用具・自動車改造費補助事業については、年間給付実績）

   ２９年度・・・平成２９年９月利用実績からの見込み

（日常生活用具・自動車改造費補助事業ついては、年間給付見込）

サ ー ビ ス 種 別
計  画     実  績

単 位
２７年度 ２８年度 ２９年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

相 談 支 援 事 業 5 5 5 5 5 2 ヵ所

意思疎通支援事業 8 9 9 6.4 4.7 5.2 人／月

日 常 生 活 用 具

給 付 等 事 業
497 517 537 511 543 580 件数／年

移 動 支 援 事 業
80

(11)

88

(12)

96

(13)

73

(16)

88

（17）

90

(19)

時間／月

（実人数）

理 解 促 進 研 修 ・

啓 発 事 業
- - - 12 12 11 回数／年

成 年 後 見 制 度

利 用 支 援 事 業
- - - 1 2 2 件数／年

成 年 後 見 制 度

法人後見支援事業
- - - 1 1 1

支援団体数

／年

地 域 活 動 支 援

セ ン タ ー 事 業
1 1 1 1 1 2 ヵ所

日 中 一 時

支 援 事 業

80

(9)

85

(10)

90

(11)

52

（9）

40

(9)

33

(9)

日／月

（実人数）

自 動 車 改 造 費   

補 助 事   業
2 2 2 0 1 1 件数／年

奉 仕 員 養 成

研 修 事 業
- - - 1 2 2 受講者／年
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３．第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画の成果目標

（１）平成３２年度の数値目標

本計画では、障がいのある人の地域生活への移行や就労支援、障がい児支援の提

供体制の整備等といった新たな課題に対応するため、平成３２年度末を目標年度とし

て、以下の数値目標を設定します。

１） 福祉施設入所者の地域生活への移行

＜国の基本指針＞

国の指針では、平成２８年度末時点の施設入所者数の９％以上が地域生活へ移行す

るとともに、平成３２年度末の施設入所者数を平成２８年度末時点の施設入所者数から

２％以上削減することを基本としています。

＜第５期障害福祉計画の目標値＞

平成２８年度末時点の福祉施設に入所している障がい者の９％以上が、平成３２年度

末までに地域生活（グループホーム、一般住宅等）へ移行することとするとともに、平成

３２年度末の施設入所者数を平成２８年度末の施設入所者数から２％削減することを目

標として数値を設定しました。

  【課題】

・地域での受け皿となる、共同生活援助（グループホーム）などの居住の場の確保・整備

・日中活動系サービスの充実

【目標への取り組み策】

・地域生活体験事業、鳥取県型強度行動障がい入居者等支援事業の継続実施

・グループホーム等夜間世話人配置事業の継続実施

・日中活動系サービス事業所との連携

項 目 数 値 考 え 方

基準とする施設入所

者数   (Ａ)

人

３２
平成２８年度末時点の施設入所者

目標年度入所者数

(Ｂ)

人

３１
平成３２年度末時点の利用見込数

【目標値】

削減見込

(Ａ－Ｂ)

人

１

(▲３．１％)

差引減少見込数  （Ａ）×２％以上

【目標値】

地域生活移行数

人

３

（９．３％）

施設入所からグループホーム等へ移行する人

の数  （Ａ）×９％以上
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２） 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

＜国の基本指針＞

国の指針では、平成３２年度までに全ての市町村ごとに協議会やその専門部会など保健、

医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本としています。なお、市町村単独での

設置が困難な場合には、複数市町村による共同設置であっても差し支えないとしています。

＜第５期障害福祉計画の目標値＞

精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、

医療、障がい福祉、介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合いが包括的に確保さ

れた体制づくりについて、次のように目標設定しました。

３） 地域生活支援拠点等の整備

＜国の基本指針＞

国の指針では、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、平成

３２年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本としています。

＜第５期障害福祉計画の目標値＞

障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活を支援する機能

（①相談、②体験の機会・場、③緊急時の受入れ・対応、④専門的人材の確保・要請、⑤

地域の体制づくり等）を有する拠点等の整備について、次のように目標を設定しました。

【課題】

・ 障がい者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えた、課題に応じた機能の検討と整備

【目標への取り組み策】

・ 利用者のニーズ、既存のサービス等の整備状況に応じ、圏域での設置も視野に関

係機関等と連携して検討

項 目 目標値

精神障がいにも対応した地

域包括ケアシステムの構築

平成３２年度末までに、保健・医療・福祉関係者による協議の

場の設置について、圏域での設置も視野に、１ヵ所の設置を

目指します。

項 目 目標値

地域生活支援拠点等の整備
平成３２年度末までに、圏域での設置も視野に、１ヵ所の設

置を目指します。
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４） 福祉施設から一般就労への移行

＜国の基本指針＞

国の指針では、福祉施設から一般就労への移行は、平成２８年度の一般就労への

移行実績の１．５倍以上にすることを基本としています。就労移行支援事業の利用者数は、

平成２８年度末における利用者数の２割以上増加することを目標としています。

また、就労定着支援事業による１年後の職場定着率は、就労定着支援事業による支

援を開始した時点から１年後の職場定着率を８割以上にすることを基本としています。

＜第５期障害福祉計画の目標値＞

一般就労への移行者数、就労移行支援事業の利用者数及び各年度における就労定

着支援による支援開始 1 年後の職場定着率について、次のように数値目標を設定しまし

た。

【課題】

・受け入れ企業開拓

・企業の障がいのある人に対する理解

・就労支援事業の充実

【目標への取り組み策】

・ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、就労支援事業所等との就労支援に関

するネットワークづくりと連携

・事業主等を対象とした「人権・同和教育推者養成講座」の定期的開催による、障がい者

雇用についての理解・促進

・民生児童委員や生活相談員等との連携による、障がいの特性に応じた就労相談の充実

項 目 数 値 考 え 方

平成２８年度末実数値
人

２

平成２８年度中に、福祉就労から一般就労した

者の数

【目標値】

一般就労移行者数

人

４

○平成３２年度中に福祉施設を退所し、一般就労

する者の数（平成２８年度実績の１．５倍以上）

【目標値】

就労移行支援事業利用者数

人

２

○平成３２年度末における利用者数を平成２８年度

末における利用者数の２割以上の増加

【目標値】

支援開始１年後の職場定着率

３１年度 ３２年度 ○各年度における就労定着支援による支援開始１

年後の職場定着率を８割以上

※平成３０年度は事業実施初年度のため、目標値

を設定しない。

８０％ ８０％
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５） 障がい児支援の提供体制の整備等

＜国の基本指針＞

国の指針では、児童発達支援センターの設置は、平成３２年度末までに各市町村に少な

くとも１ヵ所以上設置することを基本としています。なお、市町村単独での設置が困難な場

合には、圏域での設置であっても差し支えないとしています。

また、保育所等訪問支援の充実、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業所の確保は、平成３２年度末までに各市町村又は市町村単

独で確保が困難な場合は圏域に少なくとも１ヵ所以上確保することを基本としています。

さらに、医療的ケア児※支援のための関係機関の協議の場の設置は、平成３０年度末ま

でに各市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を

図るための協議の場を設けることを基本としています。

※『医療的ケア児』：人工呼吸器の装着、たん吸引、経管栄養など日常生活を営むために医療行為を必要とする障がい児

＜第１期障害児福祉計画の目標値＞

【課題】

・児童発達支援を提供する事業所は、圏域に５事業所ありますが、町内にはありません。

・保育所等訪問支援を提供する事業所は、圏域に１事業所ありますが、町内にはありません。

・主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所は圏域にはありません。

・主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所は圏域に１事業所あ

りますが、町内にはありません。

項 目 目標値 取り組み策

児童発達支援センターの設置 １ヵ所

平成３２年度末までに町内に１事業所の設置を

目指し、単独での設置が困難な場合は圏域での

設置を目指します。

保育所等訪問支援の充実 １ヵ所
平成３２年度末までに圏域において保育所等訪

問支援を利用できる体制の構築を目指します。

主に重症心身障がい児を支援する児

童発達支援事業所の設置数
１ヵ所

平成３２年度末までに町内に１事業所の設置を

目指し、単独での設置が困難な場合は圏域での

設置を目指します。

主に重症心身障がい児を支援する放

課後等デイサービス事業所の設置数
１ヵ所

平成３２年度末までに町内に１事業所の設置を

目指し、単独での設置が困難な場合は圏域での

設置を目指します。

医療的ケア児支援のための関係機関

の協議の場の設置
設置

平成３０年度末までに医療的ケア児が適切な支

援を受けられるよう、保健・医療・福祉・教育等の

関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行う

ための体制整備を目指し、単独での設置が困難

な場合は圏域での設置を目指します。
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【目標への取り組み策】

・障害児通所支援の状況や医療的ニーズへの対応状況を踏まえ、障がい児に対し、必

要な発達支援が受けられるよう、障がい児支援の提供体制を図ります。

・障がい児の支援のニーズに応じて母子保健、医療機関、障害福祉サービス事業所、保育所、

学校等による医療的ケア児支援に関する情報交換及び支援方法の協議を行います。

（２）障害福祉サービス等の見込み量について

サービスの見込み量は、原則として平成２７年度から平成２９年度までのサービス実績

及びニーズ等を勘案し、サービス量を見込んでいます。

各年度の利用時間、利用日数及び利用人数等を示しています。

単位については、

【時間／月】   一月あたりのサービスの延べ利用時間数

         カッコ内の数字は、利用実人数

【人日／月】   一月あたりのサービスの延べ利用日数

         カッコ内の数字は、利用実人数

【人／月】    一月あたりのサービス利用実人数

【ヵ所数】    事業を実施するヵ所数

【実施の有・無】 事業の実施の有無

【件数／年】   一年あたりの延べ利用件数

●障害福祉サービス等の見込み量の見方●
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（３）障害福祉サービス等の見込み量

１）訪問系

  ●居宅介護（ホームヘルプ）

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等

包括支援

２３３（２４）

０

５６（２）

２０（１）

０

２４３（２５）

０

５６（２）

２０（１）

０

２５３（２６）

０

５６（２）

２０（１）

０

時間／月

（実人数）

・居宅介護は、平成２９年度の実績を基に、毎年度

１人の利用者の増加とし、１人当たり１０時間／月の

増加を見込みます。

・重度訪問介護は、現在の状況を踏まえ、計画期

間中の利用者は見込みません。

・同行援護は、平成２９年度の実績を基に、計画期

間中１人の利用者の増加を見込みます。

・行動援護は、平成２９年度の実績を基に、計画期

間中１人の利用者を見込みます。

・重度障害者等包括支援は、現在の状況を踏ま

え、計画期間中の利用者は見込みません。

【現状と課題】（平成２９年１２月現在）

・町内には、居宅介護及び重度訪問介護を提供する事業所が４ヵ所（内、１ヵ所は休止）

あります。

・町内には、行動援護及び通院等乗降介助を提供する事業者がありません。

【見込み量確保のための方策】

・町内及び近隣市町村のサービス事業所と連携を図り、サービス量の確保に努めます。

２）日中活動系

  ●生活介護

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

生活介護
９３６

（４８）

９５６

（４９）

９７６

（５０）

人日／月

（実人数）

平成２９年度の実績を基に、毎年度１人の利用者の

増加とし、２０人日／月の増加を見込みます。

【現状と課題】（平成２９年１２月現在）

・町内では基準該当事業所が２ヵ所あります。

【見込み量確保のための方策】

・事業所と連携を図り、サービス量の確保に努めます。
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●自立訓練（機能訓練・生活訓練）

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

機能訓練

生活訓練

５

（１）

２０

（１）

５

（１）

２０

（１）

５

（１）

２０

（１）

人日／月

（実人数）

・第４期計画での実績はありませんが、第３期計画で

の実績を踏まえ、計画期間中毎年度１人当たり５時

間／月の利用を見込みます。

・第４期計画での実績はありませんが、第３期計画で

の実績を踏まえ、計画期間中毎年度１人当たり２０時

間／月の利用を見込みます。

【現状と課題】（平成２９年１２月現在）

・町内に、機能訓練のサービスを提供する基準該当事業所が１ヵ所あります。

・西部圏域では、機能訓練のサービスを提供する事業所が３ヵ所、生活訓練のサービス

を提供する事業所が４ヵ所あります。

【見込み量確保のための方策】

・利用ニーズを把握し、近隣の市町村とともにサービス量の確保に努めます。

●就労移行支援

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

就労移行支援
１１６

（２）

１１６

（２）

１１６

（２）

人日／月

（実人数）

利用実績算定月での利用は無いものの、第４期計画

の実績を基に、毎年度２人の利用者とし、１１６人日

／月と見込みます。

【現状と課題】（平成２９年１２月現在）

・町内に事業所はありません。西部圏域は６事業所（うち３事業所は休止）あります。

【見込み量確保のための方策】

・利用ニーズを把握し、近隣の市町村とともにサービス量の確保に努めます。
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●就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

就労継続支援

Ａ型

就労継続支援

Ｂ型

２０５

（１０）

１，５９２

（８７）

２２７

（１１）

１，６１１

（８８）

２４９

（１２）

１，６３０

（８９）

人日／月

（実人数）

・就労継続支援Ａ型は、平成２９年度の実績を基に、

毎年度１人の利用者の増を見込み、利用日数は２２

人日／月と見込みます。

・就労継続支援Ｂ型は、平成２９年度の実績を基に、

毎年度１人の利用者の増を見込み、利用日数は１９

人日／月と見込みます。

【現状と課題】（平成２９年１２月現在）

・Ａ型事業所は、県内に３２事業所（うち西部圏域は１４事業所）あり、町内に１事業所あり

ます。

・Ｂ型事業所は、県内に１５８事業所（うち西部圏域は６３事業所）あり、町内に４事業所あり

ます。

・今後も利用者・事業所数は増加すると見込まれます。

【見込み量確保のための方策】

・就労支援事業所の商品等の積極的な活用の推進、町民・民間事業者等の利用促進を

図り、工賃向上に繋がるよう努めます。

●就労定着支援 【新規】

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

就労定着支援 ０ １ １ 人／月

・就労定着支援事業による支援を開始した時点から

１年後の職場定着率に係る目標値を設定。

・第４期計画の実績を基に、平成３１年度、平成３２年

度に１人の利用者を見込みます。

【見込み量確保のための方策】

・事業所への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援を行い、見込み量の確保に

努めます。
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●療養介護

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

療養介護 ５ ５ ５ 人／月

平成２９年度の実績を基に、計画期間中５人の利用

者を見込みます。

【現状と課題】（平成２９年１２月現在）

・県内の事業所は、東部圏域１事業所のみです。

【見込み量確保のための方策】

・圏域の市町村・医療機関と連携を図り、ニーズに即したサービス提供が行われるよう、

サービス量の確保に努めます。

３）短期入所

●短期入所

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

短期入所
３０

（６）

３５

（７）

４０

（８）

人日／月

（実人数）

平成２９年度までの実績を基に、毎年度１人の増加

を見込み、利用日数は５人日／月と見込みます。

【現状と課題】（平成２９年１２月現在）

・町内に事業所が２ヵ所あります。

・重度の障がいのある人に対するサービスが不足しています。

【見込み量確保のための方策】

・近隣の市町村と連携を図り、ニーズに即したサービス提供が行われるよう、サービス量

の確保に努めます。
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４）居住系

●共同生活援助

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

共同生活援助 ３５ ３６ ３７ 人／月

平成２９年度の実績を基に、入所施設等からの移行

者数の見込みを上乗せし、毎年度１人の利用者の増

を見込みます。

【現状と課題】（平成２９年１２月現在）

・西部圏域には６６事業所２６８人分（町内は１事業所１０人分）のサービスが提供されてい

ます。

  ・利用者数も増加傾向にあります。

【見込み量確保のための方策】

・事業者等と連携を図り、サービス量確保に努めます。

・「グループホーム等夜間世話人配置事業」を継続して実施し、グループホーム等の夜

間支援体制強化を図ります。

●施設入所支援

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

施設入所支援 ３２ ３２ ３１ 人／月
平成２９年度の実績を基に、平成３２年度末の目標値

を目指し、計画期間中１人の削減を見込みます。

【現状と課題】

・障がいのある人の自立支援の観点から、平成３２年度の数値目標を目指し、地域移行を

進める必要があります。

【見込み量確保のための方策】

・事業所等と連携し、地域におけるグループホーム等の必要な住まいの場の確保に努め

ます。
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●自立生活援助 【新規】

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

自立生活援助 １ １ １ 人／月
・第４期計画の実績を基に、計画期間中１人の利用

者を見込みます。

【見込み量確保のための方策】

・事業所への情報提供やサービスの質の向上に向けた支援を行い、見込み量の確保に

努めます。

５）計画相談支援

●計画相談支援

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

１６８

１

１

１６９

１

１

１７０

１

１

人／月

・計画相談支援は、平成２９年度までの実績を基に、

毎年度１人の増加を見込みます。

・地域移行支援は、計画期間中１人の利用者を見込

みます。

・地域定着支援は、計画期間中１人の利用者を見込

みます。

【現状と課題】（平成２９年１２月現在）

・第４期計画期間中、すべての障害福祉サービス利用者が計画相談支援を利用すること

となりました。引き続き、すべての障害福祉サービス等利用者に適切なサービス等利用

計画の作成が円滑に行われるよう、提供体制の確保が必要となります。

・町内に指定特定相談支援事業所は２事業所あります。

【見込み量確保のための方策】

・圏域の市町村、相談支援事業所等と連携を図り、ニーズに即したサービス提供が行わ

れるよう、サービス量の確保に努めます。
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（４）障害児通所支援等の見込み量

●障害児通所支援

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

児童発達支援

放課後等デイ

サービス

保育所等訪問

支援

医療型児童発達

支援

居宅訪問型児童

発達支援 【新規】

４４

（３）

２３０

（１１）

０

（０）

３０

（３）

１０

（１）

４４

（３）

２５６

（１２）

０

（０）

４０

（４）

１０

（１）

４４

（３）

２８２

（１３）

０

（０）

４０

（４）

１０

（１）

人日／月

（実人数）

・障害児通所支援を提供する事業所

の内、圏域において放課後等デイ

サービス事業所数が増加しているた

め、大幅な利用者増を見込みまし

た。

・その他は第４期計画期間中の見込

み量と実績の状況で設定しました。

【現状と課題】（平成２９年１２月現在）

・「障がい児福祉及び子育て支援サービスの利用ニーズ等に関するアンケート」では、保

護者の経済的負担の軽減や福祉サービスに関する情報提供、障がいに対する地域住民の

理解促進などが求められています。

・児童発達支援を提供する事業所は、西部圏域に６事業所（うち１事業所は休止）あります。

・放課後等デイサービスは西部圏域に２０事業所あり、町内に１事業所あります。

・保育所等訪問支援を提供する事業所は、西部圏域では１事業所あります。

・医療型児童発達支援を提供する事業所は、西部圏域に１事業所あります。

・関係機関との連携が最も重要であり、圏域での支援体制の整備と構築も求められていま

す。

【見込み量確保のための方策】

・乳幼児期から学齢期、青年期に至るまで、切れ目のない支援が提供できるよう、医療機

関や関係機関の連携に努めます。

・障がい児が必要な支援を受けられるよう、療育の場の充実に努めます。

・障害児相談支援の提供体制の確保により、利用者が適切なサービスを安心して利用で

きるよう努めます。

・障がいに対する正しい理解促進のため、啓発活動をより一層進めていくとともに、必要

な予算の確保に努めます。



45

●障害児相談支援

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

障害児相談支援

医療的ケア児に対す

る関連分野の支援を

調整するコーディネ

ーターの配置人数

１６

０

１８

０

２０

１
人／月

・障害児相談支援は、平成２９年度までの実

績を基に、毎年度２人の増加を見込みます。

・医療的ケア児に対する総合的な支援体制

の構築に向けて、関連分野の支援を調整す

るコーディネーターとして養成された相談支

援専門員等の確保に努めていきます。

【現状と課題】（平成２９年１２月現在）

・第４期計画期間中、すべての障害児通所支援利用者が障害児相談支援を利用すること

となりました。利用者は増加傾向にありますが、引き続き、すべての障害児通所支援利用

者に適切な障害児支援利用計画の作成が円滑に行われるよう進める必要があります。

・町内に指定障害児相談支援事業所は２事業所あります。

【見込み量確保のための方策】

・障害児通所支援を提供する事業所が増加しており、障害児相談支援のニーズは高くなっ

ています。圏域の市町村、相談支援事業所等と連携を図り、見込み量の確保に努めます。

（５）障がい児の子ども・子育て支援等

障がいの有無にかかわらず児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・包容（インク

ルージョン）を推進するため、障がい児の子ども・子育て支援等の利用ニーズを把握すると

ともに、その提供体制の整備に努めます。

種別
利用ニーズを踏まえ

た必要な見込み量

定量的な目標（見込み）
単 位 見込み量算出の考え方

３０年度 ３１年度 ３２年度

第１号認定

第２号認定

第３号認定

放課後児童健全育成事業

０

８

３

１

０

８

４

１

０

１０

２

１

０

８

２

１

人／年

平成２９年度の実績を

基に、毎年度同程度の

人数を見込みます。

第１号認定（受入施設：幼稚園、認定こども園）

  ・満３歳以上から小学校就学前までの教育のみを受けるお子様が利用します。

第２号認定（受入施設：保育所、認定こども園）

  ・保護者の就労等により、満３歳以上から小学校就学前までの保育が必要なお子様が利用します。

第３号認定（受入施設：保育所、認定こども園等）

  ・保護者の就労等により、満３歳未満の保育が必要なお子様が利用します。

放課後児童健全育成事業：放課後児童クラブ
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【現状と課題】

・利用を希望する児童の人数や障がいの状態により可能な範囲で保育士を加配して受け

入れをしています。

【見込み量確保のための方策】

・保育所や放課後児童クラブと連携して受け入れ体制の充実を図ります。

（６）地域生活支援事業の見込み量

●相談支援事業                                      

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

①相 談 支 援

事 業
３ ３ ３ ヵ所数

・相談支援事業における各種事業

は、第１期計画期間中に実施済み

ですが、29 年度より①については

大幅な見直しを行いました。

③については引き続き積極的な支

援を行う予定です。

②地 域 自 立

支 援 協 議 会
有 有 有

実施の

有・無③成年後見 制 度

利用支援 事 業
有 有 有

【現状と課題】

相談支援事業は、平成２８年度まで鳥取県西部圏域９市町村共同で５つの相談支援事業

所に委託して実施していましたが、平成２９年度からは大山町単独で２つの相談支援事

業所に委託しています。また、この事業は完全委託ではなく、町福祉介護課の担当者・

健康対策課保健師も行っているものの、より住民に身近な場所で相談できる体制整備が

必要です。（※計画相談制度の導入により、大山町内には２つの指定特定相談支援事業

所が設置されています。）

【見込み量確保のための方策】

① 相談支援事業

身近な場所で相談ができる体制を確保するため、町内の福祉事業者等に情報提供

や働きかけを行います。

② 地域自立支援協議会

様々な相談ニーズへの対応を行うため、関係団体との連携を深め、共有した課題を

改善・解決に向け協議会機能の充実に努めます。

③ 成年後見制度利用支援事業

成年後見等申立の際の手続き支援や、申立・後見人報酬の費用負担が困難な場合

にその全部または一部を助成し、成年後見制度の利用促進を図ります。
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●意思疎通支援事業【必須事業】                         

                                                 

【現状と課題】

・鳥取県西部圏域９市町村共同で、公益社団法人に委託し、事業を実施しておりますが、

手話通訳者派遣事業・手話通訳者設置事業の利用者数はほぼ同じ状況です。

・要約筆記者派遣事業の利用者が実績としてありません。コミュニケーションを必要とする人

への周知が必要となるとともに、通訳者・要約筆記者の育成・確保が課題となっています。

【見込み量確保のための方策】

・引き続き広報等により、事業の周知を行い、対象者が必要な時に必要なサービスを受

けることができるよう、委託事業者と協力・連携を図ります。

・手話通訳者・要約筆記者の人材確保に努めます。

●日常生活用具等給付事業【必須事業】

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

①介 護 ・ 訓 練

支 援 用 具
１ １ １

件数／年

・３ヵ年の実績を基に、見込み

ます。（排泄管理用具：紙おむ

つやストマ装具 については、

1 件を 2 ヶ月分としてカウントし

ています。）

②自 立 生 活

支 援 用 具
5 5 5

③在 宅 療 養 等

支 援 用 具
5 5 5

④情報・意思疎通

支 援 用 具
2 2 2

⑤排 泄 管 理

支 援 用 具
260 270 280

⑥居宅生活 動作

補 助 用 具

(住宅改修費 )

1 1 1

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

手 話 通 訳 者

派 遣 事 業
6 7 7

人／月

（実人数）

・手話通訳者派遣事業は、３ヵ年の実

績を基に６人とし、計画期間中１人増

と見込みます。

・要約筆記者派遣事業は、過去の実

績はありませんが、計画期間中１人を

見込みます。

要 約 筆 記 者

派 遣 事 業
1 1 1

手 話 通 訳 者

設 置 事 業
3 3 3
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【現状と課題】

・⑤排泄管理支援用具については、手帳所持者の増に伴い、年々件数が増加傾向にあ

ります。（平成２６年８月１日より、ストマ用装具の名称を「消化器系」「尿路系」と変更してい

ます。）

・①～④、⑥のその他の用具については、毎年同数程度の給付件数で推移しており、各

障がい者団体等の要望や用具の機能向上等に伴う給付品目の検討も必要となってきて

います。

【見込み量確保のための方策】

・日常生活の便宜を図ることにより、障がいのある人が安定した日常生活が送れるよう、

事業の周知を行うとともに、適切な用具の給付を目指します。

・障がいのある人のニーズに即した給付品目に対応できるよう検討を進めるとともに、給

付件数の増加に応じた必要な予算の確保に努めます。

●移動支援事業【必須事業】

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

移動支援事業 96

（20）

100

（20）

110

（20）

時間／月

（実人数）

・平成 29 年度の月あたり利用人数を 19 人

／月と見込み、3 ヵ年の実績により、平成

32 年度の利用実人数を 20 人／月と見込

みます。

・平成 29 年 4～9 月の実利用時間が平均

90時間／月であり、平成30年度を96時間

／月とし、3 ヵ年の実績により、 平成 32年

度を 110 時間／月と見込みます。

【現状と課題】

・平成２９年１２月時点の利用事業所は１０ヵ所あります。

・現在、町内には事業所が１ヵ所のみであり、ニーズに対応できるサービス提供体制が必

要です。

【見込み量確保のための方策】

・町内の居宅介護事業所等への働きかけをするとともに、移動支援ニーズが充足できる

よう近隣のサービス事業者との連携に努めます。
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●地域活動支援センター【必須事業】

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

地域活動支援

センター事 業

運営費負担

事業

  2

（10）

  3

（12）

  3

（１2）
ヵ所数

（月平均

利用人数）

・平成29年度の利用者が月平均10人で

あり、今後他センターでの利用増を見込

みます。

【現状と課題】

・町内にはセンターがないものの、米子市にある地域活動支援センターの利用者が着実

に伸びています。

・日中活動の場を求める人たちの支援として、身近な場に安定した居場所の確保が必要

です。

【見込み量確保のための方策】

・米子市にある地域活動支援センターの周知に努めます。

・障がい特性に応じた活動ができる身近な場の確保ができるよう、事業実施に向け協議・

検討を進めます。

●日中一時支援事業【任意事業】                      

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

日中一時支援

事     業

30

（9）

33

（10）

35

（10）

日／月

（実人数）

・平成29年度の利用実人数を9人／月と

見込み、3ヵ年の実績を基に平成32年度

の利用実人数を 10 人／月と見込みま

す。

・利用日数は、平成 29 年 4～9 月実利用

時間の月平均が 33 日／月であり、平成

30 年度を 30 日／月とし、3 ヵ年の実績を

基に、平成32年度は 35日／月と見込み

ます。

【現状と課題】

・障がい児の放課後・長期休暇中の利用は、障害児通所支援の中の「放課後等デイサー

ビス」に大幅移行し、減少傾向にあります。

・平成２９年１２月時点の利用事業所は、6 ヵ所あります。

【見込み量確保のための方策】

・事業の実施にあたり適切な人材・設備等を有すと考えられる事業者等と連携をとり、見

込量の確保に努めていきます。
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●自動車改造費補助事業【その他事業】

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

自動車改造費

補助事業
1 1 1 件数／年 ・３カ年の実績を元に１件とします。

【現状と課題】

・平成１９年度に事業開始したものの、今後も事業周知の必要があります。

【見込み量確保のための方策】

・事業の周知を図り、障がいのある人の社会参加の促進を図ります。

●理解促進研修・啓発事業【必須事業】

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

理解促進研修・

啓発事業
有 有 有

実施の

有無
・引き続き事業を委託する予定です。

【現状と課題】

・県西部９市町村で社会福祉法人に委託し、障がい児者への理解や支援方法等を学ぶ

機会を作っています。

・県西部障害者自立支援協議会のホームページ作成を委託し、各部会等開催のお知ら

せや、話し合われた内容の周知に努めます。

【見込み量確保のための方策】

・事業の周知を図り、障がいについての理解をさらに深めるよう努力します。

●成年後見制度法人後見支援事業【必須事業】

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

成年後見制度

法人後見支援

事業

有 有 有
実施の

有無
・引き続き事業を委託する予定です。



51

【現状と課題】

・県西部９市町村で一般社団法人に委託し、知的障がい・精神障がい者の成年後見人等

を担う法人を新たに立ち上げるための支援を行ったり、すでにある各市町村社会福祉協

議会に対し勉強会を行ったりしています。

・新規法人がまだ稼働していない状況であるため、これからニーズの高まる第三者後見

人としての機能を果たすため続けて支援をしていくことが求められます。

【見込み量確保のための方策】

・弁護士・司法書士・社会福祉士等で成る一般社団法人が引き続きこの事業を受託する

意向であることから、県西部９市町村で協議し適正な管理運営の可能な新規法人の開拓

等に努めます。

●手話奉仕員養成研修事業【必須事業】

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

手話奉仕員養

成研修事業
有 有 有

実施の

有無
・引き続き事業を委託する予定です。

【現状と課題】

・県西部９市町村が公益社団法人に委託し、手話奉仕員を養成するための研修を行って

います。

【見込み量確保のための方策】

・鳥取県では手話を「言語」として取り扱われるとする条例が施行されています。聞こえな

い人の情報保障の手段としての手話がより身近になるよう努めます。

●点訳・朗読奉仕員養成研修事業【必須事業】

サービス種別
見込み量

単 位 見込み量算出の考え方
３０年度 ３１年度 ３２年度

点訳・朗読奉

仕員養成研修

事業

有 有 有
実施の

有無
・引き続き事業を委託する予定です。

【現状と課題】

・県西部９市町村が日本赤十字社鳥取県支部に委託し、点訳・朗読奉仕員等を養成する

ための研修を行っています。

【見込み量確保のための方策】

・目の見えない人に対する情報保障をより確実にするため、点訳（文字情報を点字にす

る）や朗読（文字情報を読み上げる）を正確に行うことのできる人材を育成し確保すること

に努めます。
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４．必要なサービス提供に向けて

必要なサービス提供に向けて課題の把握に努めるとともに、その課題の内容に応じ必要

な取り組みを行っていきます。

○広域的な取り組みが必要な課題

  障害福祉サービスの基盤整備等の広域的な取り組みが必要な課題は、近隣市町村と

の連携、鳥取県西部障害者自立支援協議会での協議等を行い、課題の整理・解決に努

めます。

  【主な課題】

   ・地域生活支援拠点等の整備

    ・相談支援体制の充実・強化

    ・単独市町村では困難なサービスの見込み量の確保

○国・鳥取県への働きかけが必要な課題

   広域的な取り組みでも解決が困難な課題は、国や鳥取県に対して関係市町村と連携

し働きかけを行っていきます。

  【主な課題】

    ・地域バランスや全国平均よりも活用が少ないサービスの基盤整備

    ・障害福祉サービスにかかわる人材の育成・確保

    ・重度の障がいのある人に対するサービスの基盤整備

    ・圏域で供給過多になっているサービスについての議論
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第２節 計画の推進

１．計画の点検及び評価

計画の推進にあたっては、平成３２年度の目標値、サービス見込み量の達成状況を点

検・把握し、評価を行うとともに、必要に応じて施策の見直しを行い、評価結果を次期計画

に反映させ、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の充実を図ります。

２．計画の推進体制

鳥取県西部障害者自立支援協議会や相談支援事業者、サービス提供事業者、関係機関

と連携し、課題の解決を行い、計画の推進に努めます。

３．必要な財源の確保

計画の推進のため、サービス見込み量や実施施策に応じた財源の確保に努めます。
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参 考 資 料

１．障がい児福祉及び子育て支援サービスの利用ニーズ等に関する

アンケート

１． 調査の概要

１） 調査の趣旨

    障害児福祉計画や今後の障がい児福祉の増進に活用することを目的とし、障がい児

福祉及び子育て支援サービスへのニーズ等に関するアンケート調査を鳥取県と共同で行

いました。

  ２） 調査対象

      障がい者手帳をお持ちのお子様又は障害児通所支援を利用されているお子様の保護

者様

３） 調査方法

      アンケートを対象者へ郵送。

４） 調査期間

  平成２９年８月８日から９月１日

５） 回答の状況（県全体）

○配布数 １，６０６枚

     ○回収数  ７８２枚 （うち、大山町在住者の回答数 １３枚）

     ○回収率   ４８．６９％

６） 主な調査内容

・お子様について（障がいの種別、等級、医療的ケアの必要性など）

・サービスの利用ニーズについて

（現在、通所支援、入所支援等のサービスを利用しているか、今後利用したいかなど）

・施策に対するニーズについて（相談先、今後充実を望む施策について）

・その他お困りのこと、ご要望（県や市町村へ）

２． 調査の集計結果について

調査の集計結果の概要は以下のようになっています。

※複数回答、未回答部分もあるため、回答数とは必ずしも一致していません。
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2

2

1 2

2 1

1

1

1

３歳未満児

年少（３歳）児

年中（４歳）児

年長（５歳）児

小学１～３年生

小学４～６年生

中学生

高校年齢

■年齢区分

身体(5) 療育(4) 精神(1) 手帳なし(3)

4

1

1

2

6

1

5

1

3

身 体 障 が い （ 肢 体 不 自 由 ）

身 体 障 が い （ 視 覚 障 が い ）

身 体 障 が い （ 聴 覚 ・ 言 語 障 が い ）

身 体 障 が い （ 内 部 障 が い ）

知 的 障 が い

精 神 障 が い

発 達 障 が い

重 症 心 身 障 が い

医 療 的 ケ ア の 必 要 性 ※ 1

■障がい種別及び医療的ケアの必要性

2

1

1

1

1

1

2

児 童 発 達 支 援

医 療 型 児 童 発 達 支 援

放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス

保 育 所 等 訪 問 支 援

医 療 児 童 入 所 支 援

２ 号 認 定 区 分 で の 施 設 利 用

（ 受 入 施 設 ： 保 育 所 、 認 定 こ ど も 園 ）

■現在利用中のサービス

身体 療育 精神 手帳なし

※1）医療的ケアの必要性とは…人工呼吸器の装着、たん吸引、経管栄養など日常生活を営むために医療行為を要すること。
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1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

児 童 発 達 支 援

医 療 型 児 童 発 達 支 援

放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス

保 育 所 等 訪 問 支 援

居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援

（ 平 成 3 0 年 度 か ら ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 開 始 予 定 ）

福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設

医 療 型 障 害 児 入 所 施 設

福 祉 型 短 期 入 所 ( ｼ ｮ ｰ ﾄ ｽ ﾃ ｲ ）

医 療 型 短 期 入 所 ( ｼ ｮ ｰ ﾄ ｽ ﾃ ｲ ）

１ 号 認 定 区 分 で の 施 設 利 用

（ 受 入 施 設 ： 幼 稚 園 、 認 定 こ ど も 園 ）

２ 号 認 定 区 分 で の 施 設 利 用

（ 受 入 施 設 ： 保 育 所 、 認 定 こ ど も 園 ）

３ 号 認 定 区 分 で の 施 設 利 用

（ 受 入 施 設 ： 保 育 所 、 認 定 こ ど も 園 等 ）

放 課 後 児 童 ク ラ ブ

■今後利用したいサービス

身体 療育 精神 手帳なし

3

3

4

1

3

1

4

2

1

1

3

1

1

3

1

家 族 、 友 人 、 知 人

障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 の 職 員

障 害 児 相 談 支 援 事 業 所 の 職 員

学 校 ・ 保 育 所 等 の 先 生

か か り つ け の 医 師 や 看 護 師

障 が い 者 団 体 や 家 族 会

行 政 機 関 の 相 談 窓 口

そ の 他

■お子様のことを相談している人や機関

身体 療育 精神 手帳なし
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■お困りのこと、ご要望など（一部抜粋、要約）

・高等部卒業後に利用する生活介護事業所が定員いっぱいになってきていて、希望する事業所

の利用が難しいです。

・定員増や新しい事業所を増やしてもらいたいです。

・知的障がいでも排泄が難しい人には、紙パンツ代金の補助などあってほしいです。

・車の乗せ降ろしがしやすい住宅が必要です。子供が成長し移動が大変になってきました。

・小学校まで毎日保護者が送迎しています。ガソリン代等の補助があると助かります。

・近くに放課後等デイサービスがあるとうれしいです。

・知的な遅れのない発達障がいの子どもの育てにくさや、家族の困り感にもっと寄りそい助言し

てほしかったです。サポートを見極められるだけのスキルのある人の配置などが今後充実し、

同じ思いをする人がなくなってほしいです。

・福祉をはじめ、さまざまな機関の方の障がいに対する専門性の向上、障がいへの理解がすす

んでほしいです。

・保育園、教育面、小学校、公民館で大変お世話になり、とても有難いです。

・小学校は２～３階建てが多いようなので、エレベーターの設置や段差の工夫などがあれば肢体

不自由児や重症の児童でも通いやすいのではないかと思います。

1

1

2

2
2

1
2

1
1

1

1
2

3

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

身 近 な 地 域 で の 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 の 充 実

障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 の サ ー ビ ス 向 上

障 害 児 入 所 施 設 の サ ー ビ ス 向 上

専 門 的 な 医 療 機 関 の 充 実

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 の 利 用 促 進

短 期 入 所 （ シ ョ ー ト ス テ イ ） の 充 実

相 談 機 関 の 充 実

医 療 ・ 福 祉 ・ 教 育 機 関 の 連 携 強 化

保 護 者 の 経 済 的 負 担 の 軽 減

保 護 者 の 疲 労 軽 減 の た め の 施 策

障 が い に 対 す る 地 域 住 民 の 理 解 促 進

福 祉 サ ー ビ ス に 関 す る 情 報 提 供

そ の 他

■今後充実を望む施策

身体 療育 精神 手帳なし
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２．大山町障害者計画・障害福祉計画及び障害児福祉計画      

策定委員会設置要綱

(設置目的)

第１条 大山町障害者計画・障害福祉計画及び障害児福祉計画（以下「計画」という。）の策

定にあたり、関係者の幅広い参画を得てその内容を検討し、より充実したものとなるように

するため、大山町障害者計画・障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会(以下「策

定委員会」という)を設置する。

(所掌事務)

第２条 策定委員会は、次の事項を所掌する。

（１）計画の策定及び見直しに関すること。

（２）その他、計画の策定に係る必要な事項に関すること。

(構成)

第３条 策定委員会は、別表に掲げる関係機関等のうち、町長が委嘱する１３名以内の委

員で構成する。

2 策定委員会には、委員長１名及び副委員長１名を置き、委員の互選によりこれを定め

る。

(任期)

第４条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残

任期間とする。

(職務)

第５条 委員長は、策定委員会を総括し、代表する。

2 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、議長となる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催できない。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、職務を代行する。

(委員以外の出席)

第６条 委員長は、必要に応じて、策定委員会の会議に、委員以外の出席を求め、説明又

は意見を聞くことが出来る。

(庶務)

第７条 策定委員会の庶務については、福祉介護課において行う。
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(その他)

第８条 この要綱に定める他必要な事項は委員長が別に定める。

附 則

１ この要綱は平成２４年 １月１０日から施行する。

２ 第４条第２項の規定にかかわらず、第１回目の策定委員会の会議は、大山町長が招集

する。

附 則

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

１． 大山町民生児童委員協議会

２． 大山町社会福祉協議会

３． 町内の障がい者団体

４． 町内の障害福祉サービス事業所

５． 有識者

６． 障がい者家族

７． 町内の教育関係機関

８． 町内の医療関係機関

９． 鳥取県西部障害者自立支援協議会
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３．大山町障害者計画・障害福祉計画策定委員会名簿

区  分 氏  名 所属団体名・役職等

大山町民生児童委員協議会 山  本 尚 三 大山町民生児童委員協議会 会長

大山町社会福祉協議会 〇林 原  明 彦 大山町社会福祉協議会 事務局長

町内の障がい者団体  摩 義 勝 大山町身体障害者福祉協会 会長

町内の障がい者団体 山 根   淳 大山町手をつなぐ育成会 会長

町内の障がい者団体 國  谷 恭 三 大山町精神障害者家族会 会長

町内の障害福祉サービス事業所 安  川 敦  子
特定非営利活動法人ライフサポートともだち

理事長

町内の障害福祉サービス事業所 ◎榊 原 千恵子 社会福祉法人 柿木村福祉会 理事長

町内の障害福祉サービス事業所 磯田 志保美 社会福祉法人祥和会 小竹の郷 所長

有識者 足 立 修 栄 社会福祉法人 もみの木福祉会 常務理事

障がい者家族 杉原 智恵子

町内の教育関係機関 鷲 見 寛 幸 大山町教育委員会 教育長

町内の医療関係機関 久 野 淑 枝 大山町国民健康保険大山口診療所 副所長

鳥取県西部障害者自立支援協議会 藤 井 有 紀 障害者生活支援センターまちくら 所長

◎委員長 ○副委員長

４．大山町障害者計画・障害福祉計画策定委員会開催経過

年 月 協議内容

平成２９年 ８月
２４日 第５期障害福祉計画の見直し及び第１期

障害児福祉計画についての基本的な考え方について

平成３０年

１月
２６日・計画素案の説明

・策定委員会設置要綱の一部改正について

３月

２日・計画素案の検討

・パブリックコメント等の意見を踏まえた

計画修正案の検討
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５．障害福祉施策事業費の現状

大山町の障がい福祉施策事業費は年々増加傾向にあります。主な要因として、圏域

に各種サービス事業所が整備されたことに伴い利用者が増加したこと、相談支援の充

実により利用者にとって各種サービスの選択の幅が増加したこと等が挙げられます。

また、圏域においては就労継続支援Ｂ型事業所や、放課後等デイサービス事業所が

特に増加しています。地域生活支援事業の任意事業である日中一時支援事業利用者が

放課後等デイサービス利用へ移ったこともあり、平成２６年度と平成２８年度の障害

児通所給付費を比較すると、３倍以上の事業費の伸びとなっています。

単位：千円

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

障害福祉サービス費等 361,659 389,715 401,901

相談支援給付費等 3,575 5,439 6,038

補装具費 1,779 3,261 2,396

高額障害福祉サービス等給付費 58 48 39

やむを得ない事由による措置 0 16 272

合 計 367,071 398,479 410,646

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

380,000

390,000

400,000

410,000

420,000

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

自立支援給付費

障害福祉サービス費等 相談支援給付費等

補装具費 高額障害福祉サービス等給付費

やむを得ない事由による措置

単位：千円
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単位：千円

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

障害児通所給付費等 3,102 9,459 10,585

高額障害児通所給付費 32 31 25

障害児相談支援給付費等 349 677 604

肢体不自由児通所医療費 1 10 40

合  計 3,484 10,177 11,254

単位：千円

２６年度 ２７年度 ２８年度

必須事業 12,302 12,492 13,511 

任意事業 3,931 2,695 2,126 

その他事業 0 0 32 

合計 16,233 15,187 15,669 
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単位：千円
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